
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　論旨第一点は、原審の訴訟手続を批難するが、弁論更新手続は期日に出頭した当

事者の一方が双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述すれば足る（当裁判所昭和二

九年（オ）第二八五号事件同三一年四月一三日判決参照）と解されるのであつて、

記録に拠り、所論口頭弁論期日に出頭した相手方代理人が従前の口頭弁論の結果を

陳述したことの認め得られる原審の右訴訟手続に所論違法はない。されば、これを

前提とする論旨も理由がない。

　論旨第二点は、原審が証人Ｄの取調を施行しないで弁論を終結したことを批難す

る。けれども、記録に拠ると、所論証拠調については民訴二六〇条に所謂障碍があ

りその挙証者たる上告人に於て右障碍除去に努めなかつたので、原審は昭和二八年

六月一五日に為した所論証拠決定を昭和三〇年二月九日に取消したことが認められ

る。而して、民訴二六〇条はその証拠方法が所謂唯一の証拠方法であつても適用さ

るべきである（なお、当裁判所昭和二七年（オ）第九七八号事件同二九年一一月五

日判決参照）と解されるから、原審が所論証拠を取調べないで弁論を終結したこと

を違法とはいえない。されば、これを前提とする論旨も理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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